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21越前おおの湧水文化再生計画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅶ　

地
下
水
位
の
上
昇
に
向
け
た
具
体
的
施
策
【
ハ
ー
ド
施
策
】



節水や地下水保全への
啓発と教育

地下水や湧水の保全
管理と調査研究

地下水に対する保全意識の醸成

ソフト施策のイメージ図

1  節水や地下水保全への啓発と教育

22 越前おおの湧水文化再生計画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅷ　

地
下
水
保
全
意
識
の
醸
成
に
向
け
た
具
体
的
施
策
【
ソ
フ
ト
施
策
】



節水や地下水保全への
啓発と教育

地下水や湧水の保全
管理と調査研究

地下水に対する保全意識の醸成

ソフト施策のイメージ図

1  節水や地下水保全への啓発と教育

23越前おおの湧水文化再生計画
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2  地下水や湧水の保全管理と調査研究

24 越前おおの湧水文化再生計画
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2  地下水や湧水の保全管理と調査研究

1  文化・伝統の継承

25越前おおの湧水文化再生計画
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2  湧水活用の推進

26 越前おおの湧水文化再生計画
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2  湧水活用の推進

かん養の拡大と
節水意識の醸成

具体的行動と
市民運動の展開

湧水文化の再生と
活用を図った展開

できるところから取り組む

市民総参加と協働により
取組みを進めていく

取組みを継続し発展させ、
ブランドを確立していく

短期・中期からの取組みの継続と発展
地下水位の目標の達成、湧水の再生、
湧水文化の継承、ブランドの確立

水田湛水の普及拡大、雨水の浸透化を推進
農業用水の確保と環境用水の導入へ向けた検討

節水の意識啓発の推進
地下水教育と人材育成の充実
地域の湧水地保全活動の促進
上水道と公共下水道への加入

地下水監視体制などの強化と充実
調査研究の継続

短期からの取組みの継続と発展
河川維持流量の増加

地下水かん養と流出抑制施設の具体化
市全体の節水と保全行動の促進

越前おおの型農業の推進、名水特産品の開発と販路確立

展開イメージ図
湧水文化の再生と

開イメージ図

湧水文化の再生と継承の実現

短期～：できることから取り組みながら、かん養の拡大や節水の意識を醸成していく。

中期～：市民総参加により具体的な施策を展開し、地下水収支バランスの改善を進める。

長期～：さらに取組みを維持、発展させ、地下水位の最終目標の達成並びに湧水文化の
再生を目指していく。

現状
湧水文化再生に向けたこれまでの取組み
湧水文化再生検討委員会の設置

短
期

中
期

長
期

1  各施策の展開

27越前おおの湧水文化再生計画
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【施策と各主体の関係表】
○短期～（概ね５年）

○中期 （概ね５年から１０年）

○長期～  

28 越前おおの湧水文化再生計画
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○中期 （概ね５年から１０年）

○長期～  

29越前おおの湧水文化再生計画
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2  役割分担

節水啓発 協力・連携

協力 節水啓発協力 調整・協議

企業 市民

大野市

国・県などの
関係機関や団体

地下水位の上昇と保全意識の醸成

地下水保全と湧水文化再生の実現

30 越前おおの湧水文化再生計画
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2  役割分担

節水啓発 協力・連携

協力 節水啓発協力 調整・協議

企業 市民

大野市

国・県などの
関係機関や団体

地下水位の上昇と保全意識の醸成

地下水保全と湧水文化再生の実現

自然要因

人為的要因

水田関係による
取組み

河川関係による
取組み

節水による
取組み

3  市民総参加による水収支バランスの改善の推進

31越前おおの湧水文化再生計画
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4  財源の確保

32 越前おおの湧水文化再生計画
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4  財源の確保

1  進行管理

2  推進体制

Ｐｌａｎ（計画）

Ａｃｔｉｏｎ（見直し）

Ｄｏ（実施）

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）

【ＰＤＣＡサイクル】

33越前おおの湧水文化再生計画
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１）策定経過

２）委員会委員名簿
  湧水再生研究調査ワーキング（敬称略、順不同）

20

21

22
10

23

( )

34 越前おおの湧水文化再生計画
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１）策定経過

２）委員会委員名簿
  湧水再生研究調査ワーキング（敬称略、順不同）

20

21

22
10

23

( )

大野市湧水文化再生検討委員会（敬称略、順不同）

35越前おおの湧水文化再生計画
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№ 項目 意見の概要 市の考え方 修正内容

1

地
下
水
位
の
上
昇
に
向
け
た
具
体
的
施
策

水力発電に水を取られているの
で、河川維持流量・正常流量の
増量に関係機関の支援を求め、
河川からのかん養を増やす。

第Ⅶ章１（１）②「河川からのかん養」において、河川維持流
量の増加を図るため関係機関との協議を進めていきたいと考え
ている。　（第Ⅶ章１-（１）- ②）

修正なし

2
水田湛水や人口かん養の面積を
拡大する。また、用水路の雨水
浸透を高める工事をする。

本計画において第Ⅶ章１（１）①「水田からのかん養」で水田
湛水の拡大を図っていくこと。また、③「雨水を活用したかん養」
で生活用排水路や農業用排水路などの改修にあたっては、底部
の透水化を実施することにより地下水流入量の増加を考えてい
る。　（第Ⅶ章１-（１）- ①、③）

修正なし

3 冬期における融雪装置の利用禁
止や全戸に水量メーターの設置。

大野市地下水保全条例において、融雪のための地下水汲み上げ
を禁止しており、本計画ではさらなる制度の徹底を図っていき
たいと考えている。水量メーターについては、公共下水道の整
備に合わせ量水器を設置し地下水の汲み上げ量を抑制していき
たいと考えている。　（第Ⅶ章１-（２）- ②）

修正なし

4
新堀川や赤根川へ漏れ出す泉町
周辺の地下水を、遮水壁で地下
水流出を食い止める工事をする。

第Ⅷ章１（２）③「地下水流出防止対策の調査研究」で止水壁
の効果について調査研究し、市街地北部や湧水地付近の帯水層
での可能性について検討していきたいと考えている。
（第Ⅶ章１-（２）- ③）

修正なし

5 河川や用排水路の改修により、
川床から地下への浸透をはかる。

第Ⅶ章１（１）②「河川からのかん養」で河道環境の改善を図
るため関係機関との協議を進めていくことを考えている。
（第Ⅶ章１-（１）- ②）

修正なし

6 長期的には山に広葉樹を植えて
保水力を高める。 意見を踏まえ、文章を追加。

第Ⅶ章１（１）②「河川
からのかん養」に次のと
おり追加記載をする。
○森林の持つ保水機能は、
河川の地下水かん養能力
を高めることも期待され
るため、その機能を維持
する水源保全林の適正な
管理に努める。
【主な施策】・水源保全林
の適正な管理《年間施策》
※大野市地下水保全管理
計画において市街地南部
の森林を水源保全林とし
て設定している。

7

地
下
水
保
全
意
識
の
醸
成
に
向
け
た
具
体
的
施
策

市民・行政・事業所に環境教育
をする。節水の意識を高める。

第Ⅷ章１「節水や地下水保全への啓発と教育」において市民や
企業向けに学習会を開催し、節水や保全意識を醸成することを
考えている。　（第Ⅷ章１）

修正なし

8

地下水保全ガイドブック、副読本
や水憲章を作成し小中学生の時か
ら地下水環境教育を充実させる。
また、地下水保全活動を担う人材
を育成し、権限を持たせる。

第Ⅷ章１「節水や地下水保全への啓発と教育」において小中学
校での地下水教育の充実や湧水保全活動を担う人材の育成を考
えている。　（第Ⅷ章１）

修正なし

9 市職員のなかに、地下水の専門
職を養成してほしい。

大野市人材育成基本方針に定められているように、職場内研修
を実施し、組織全体の意識啓発に努め、地下水使用に対する監
視の強化や指導体制の強化を図っていくことを考えている。
（第Ⅷ章２）

第Ⅷ章２「地下水や湧水
の保全管理と調査研究」
に次のとおり追加記載を
する。
○職場内研修を実施し、
組織全体の意識啓発に努
める。
【主な施策】市職場内の研
修を実施《地下水使用に
対する職場内研修を実施
し、組織全体の意識啓発
に努める》

10

湧
水
文
化
再
生
へ

向
け
た
施
策
の
展
開

水文化をとなえるのなら、つい
先ごろまでのガッチャンポンプ
を町内に１箇所設置して、予期
せぬ災害に備えてはいかがか。

第Ⅸ章１「文化・伝統の継承」において大野市水のみえるまち
づくり計画に基づき、水を感じられる親水空間の形成を図るこ
とを考えている。その中で、手押しポンプ等昔ながらの水文化
にふれることができる親水空間づくりを促進していきたいと考
えている。　（第Ⅸ章１）

修正なし

11

そ
の
他

地下水は大野市の共有財産であ
ると明言する。

本計画の中で記載されており、その視点に立って施策を展開し
ていくことを考えている。　（第Ⅲ章７-（４）、第Ⅹ章） 修正なし

12 地下水の水質と除草剤の危険を
啓発する必要がある。

今回の本計画と同様の位置づけにある、大野市地下水保全管理
計画において地下水質の保全施策を定めている。また、本計画
では、第Ⅷ章２において地下水質の観測をし、除草剤等の危険
性について啓発していくことを考えている。　（第Ⅷ章２）

修正なし

パブリックコメントの結果
【実施期間】平成23年8月1日（月）から8月15日（月）
【意見数】1団体3人から12件

36 越前おおの湧水文化再生計画
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